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研究成果の概要（和文）：　本研究は，震災被災者の救済と支援にかんして，公正性を効率性を評価基準とし
て，震災復興をめぐる法政策と公共政策を，法理学的観点から価値論的に評価することを目的として遂行され
た。本研究独自の視座は，津波被害と原発被害にかかわる責任を，民事責任から国家行政責任にわたる連続的な
“社会的責任”の観点から総合的に把握する点に存する。
　津波災害に関わる責任として，主として政府・公的部門の担う責任について，樺島博志「津波災害をめぐる法
的責任」と題して学会発表と論文公表を行ったほか，原発被害に関して主として東京電力の担うべき責任につい
て，二件の国際学会における発表と一件の英語論文による公表を行った。

研究成果の概要（英文）：The purpose of the research is to carry out a legal-theoretical analysis of 
the law and public policy for recovery from the earthquake disaster in view to criteria of fairness 
and efficiency. Thereby it comes from the starting point that the government, concerned enterprises 
and involved residents should bear the political, legal, and social responsibility respectively for 
damages from tsunami and meltdown accident.
Related to tsunami disaster, I published: Kabashima, H.: "Liability for tsunami damages" in 
Japanese, and to the meltdown accident, Kabashima, H.: "Rethinking TEPCO's liability for nuclear 
damages" in English, based on presentations at domestic and international conferences. 
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研究成果の学術的意義や社会的意義
津波災害に関わる責任として明らかとなったのは，防災面では法的責任ではなく政策責任に主眼を置くべきであ
り，損害賠償より民主的手続と技術的合理性の観点を重要すべき，ということである。しかし現在の震災復興政
策においては，住民参加の不十分と利益誘導型政治の弊害が認められることが明らかとなった。
原発メルトダウン事故に関わる責任としては，紛争解決センターによるガイドラインに基づく仲裁によっては，
地域住民の負担する社会的損失が十分には補填されず，また，東京電力の負担すべき法的賠償責任の負担が，最
終的に顧客の電気料金と国民からの税収によって賄われているために，モラルハザードが生じていることが，明
らかとなった。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）    
１．研究開始当初の背景 
 本研究は，震災復興をめぐる法政策と公共政策の全般にわたり，先行研究の蓄積をふまえ

て，理論と実践の両面から総合的に評価することを目的とする。 
 研究代表者は研究開始までに，震災復興にかかわる実践的な研究成果として，樺島博志

「国・自治体の責務とその限界」ジュリスト No.1427（特集「東日本大震災・法と対策」）

（2011 年 pp. 9-14.），KABASHIMA, Hiroshi: “Current Issues in Legal Policy for 
Recovery from the Aftermath: One Year After the 3.11 Tôhoku Earthquake and 
Tsunami”, in: ZEITSCHRIFT FÜR JAPANISCHES RECHT/ JOURNAL OF 
JAPANESE LAW, 17. Jahrgang Herbst 2012 Nr. 34/ Volume 17 Autumn 2012 No. 34. 
(pp. 7-22.)を公表してきた。 
 
２．研究の目的 
 本研究は，研究代表者のこれまでの研究成果を発展させることにより，震災被災者の救

済と支援にかんして，公正性を効率性を評価基準として，震災復興をめぐる法政策と公共

政策を，法理学的観点から価値論的に評価することを，目的とする。本研究独自の視座は，

津波被害と原発被害にかかわる責任を，民事責任から国家行政責任にわたる連続的な“社

会的責任”の観点から総合的に把握する点に存する。とりわけ，被災者への賠償・補償費

用の配分という法政策の問題と，合理的な政策決定における復興・防災の担い手という公

共政策の問題とを，社会的責任という統一的視座から解明することを試みる。研究遂行の

成果として，自然災害と原発事故を含む大規模公害にかかわる公正かつ効率的な社会制度

について，理論的かつ実践的な構想を被災地東北の観点から提示することを目標とする。 
 
３．研究の方法 

本研究は，地震・津波被害と原発事故の民事損害賠償事件と行政責任，震災復興をめぐ

る公共政策を研究対象とする。損害賠償事件にかんする判例分析の手法を用いて，政府，

事業者，被災者という行政法の三面関係における法的責任の配分が解明される。三面関係

の各主体は，震災復興政策についても，それぞれ政策遂行責任を負うべきものと期待され

る。合理的選択の観点からの震災復興政策の評価により，行政まかせの現行復興政策のあ

り方に対して，被災者の自律的復興による民主的過程の発展を付け加えることを目指す 

 

４．研究成果 

津波災害に関わる責任として，主として政府・公的部門の担う責任について，日本語に

よる学会発表と論文公表を各一件行ったほか，原発被害に関して主として東京電力の担う

べき責任について，二件の国際学会における発表と一件の英語論文による公表を行った。 

津波災害に関わる責任として明らかとなったのは，防災面では法的責任ではなく政策責

任に主眼を置くべきであり，損害賠償より民主的手続と技術的合理性の観点を重要すべき，

ということである。しかし現在の震災復興政策においては，住民参加の不十分と利益誘導

型政治の弊害が認められることが明らかとなった。 

原発メルトダウン事故に関わる責任としては，紛争解決センターによるガイドラインに

基づく仲裁によっては，地域住民の負担する社会的損失が十分には補填されず，また，東

京電力の負担すべき法的賠償責任の負担が，最終的に顧客の電気料金と国民からの税収に

よって賄われているために，モラルハザードが生じていることが，明らかとなった。 
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